
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「マタハラ」相談強化週間（6月 22日～26日） 

～夜間電話相談を開催～ 

 

＊「マタハラ」禁止に向けた北海道労働局の取組 

日中に相談する時間のない女性労働者からの相談に対応するため、相談時間を

20:00まで延長する夜間電話相談を開催します。(別添資料１) 

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する相談については、相談者の意向を

尊重しつつ、事業主に対する法違反事項の是正指導や紛争解決援助の実施により、迅

速に相談者の権利回復を図ります。 

また、市町村の母子保健の窓口を通じて、法令・各種制度の周知を行い、妊娠・出

産・育児をしながら働く女性労働者の就業継続を支援します。 

なお、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは法律違反であり、行ってはならな

いことをあらゆる機会を活用して、事業主に周知を行います。 

（別添資料 4） 

 

資 料 

１ 夜間電話相談を実施します 

２ 男女雇用機会均等月間要綱  

３ 働きながらお母さんになるあなたへ 職場でつらい思い、してませんか 

４ 例えば・・・「妊娠したから解雇」「育休取得者はとりあえず降格」は違法です 

５ 北海道労働局における男女雇用機会均等法の相談状況  
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（内線３５７１） 

 

 北海道労働局（局長 羽毛田
は け た

 守
まもる

）は、妊娠・出産・育児休業等を理由

とする不利益取扱い（いわゆる「マタニティハラスメント」「マタハラ」）

のトラブルに対応するため、「男女雇用機会均等月間」期間中である６月

２２日～２６日を「マタハラ」相談強化週間とし、夜間電話相談を実施し

ます。（別添資料１・２） 
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